




はじめに 

「食」は、命の源であり、私たちが生きるために欠かすこ 

とのできないものです。また、健全な食生活を実践し、おい 

しく楽しく食べることは、健康で心豊かな生活の基盤となる 

ものです。 

本市では、市民の皆様が生涯にわたって、食に関する理 

解や関心を高め、心身の健康と豊かな人間性を育むことを目 

指し、平成 21 年３月に「富士山おむすび計画～富士市食育 

推進計画～」を策定いたしました。 

その後、５年ごとに改定を行い、市民の皆様をはじめ、関 

係機関、団体、企業等と連携して、食育の推進に取り組んで 

まいりました。 

このため、本市においては、食育の実践度や地産地消及び食品ロス削減に関する意識が高

まっておりますが、コロナ禍での生活上の様々な制限などにより、食育への関心度の低下や

肥満者の割合が増加するなど、依然として、多くの課題が残されております。 

一方で、デジタル技術の活用や、災害に対する食の備えや支援、SDGs の達成に寄与する

取組、人生 100 年時代を見据えた取組等、時代に沿った取組も求められております。 

このような中、本市は、「第４次富士山おむすび計画」を策定いたしました。本計画の推進

に当たっては、  

①ひとづくり（ライフステージに応じた取組の推進）

②まちづくり（SDGs の視点を踏まえた食育の推進）

③きずなづくり（食育推進における連携体制の強化）

上記３つのポイントを踏まえ、食育に関する課題解決に向けた取組を展開してまいります。 

 結びに、計画の策定に当たり、多大なご尽力をいただきました富士市食育推進会議委員の

皆様をはじめ、ご協力いただきました多くの皆様に、心から感謝申し上げます。 

令和６年３月 

富士市長 小長井 義正 



おいしくごはん 

今日も元気 

むかい合って 

楽しい食卓 

するがの恵みに 

感謝の気持ち 

ひとりひとりが 

主役の食育 

 

 

 

  

早寝・早起きして朝ごはんを食べよう 

栄養バランスを考えて食べよう 

適正体重を知ろう・体重を量ろう 

歯を大切にしておいしく食べよう 

むかい合ってみんなで食べよう 

食事のマナーを守ろう 

昔ながらの食を取り入れよう 

作物をつくってみよう 

台所に立ってみよう 

旬の食材・地元の食材を味わってみよう 

買・作・食（かう・つくる・たべる）３つ

の「すぎない」生活を心がけよう 

生ごみ削減・リサイクルに取り組もう 

食に関心をもとう 

富士市の食育を広めよう 

本計画の名称について 
本計画の名称は、お米を使った日本古来の伝統的な食べ物である「おむすび」と、本市の

シンボル的存在である「富士山」の形にちなんで、第 1 次計画の策定時より「富士山おむす

び計画」を引き継いで使用しています。また、おむすびの「むすぶ」という表現は、食育推

進のためのネットワークをむすんでいくという方向性も表しています。 

富士山 

計画 

目標キャッチフレーズ 市民行動目標 
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第１章 計画の策定に当たって 
第１節 計画策定の趣旨 

 

平成 17 年７月に施行された食育基本法※1は前文において、食育は生きる上での基本であ

って、知育・徳育・体育の基礎となるものであると位置づけています。第２条は「食育は、食

に関する適切な判断力を養い、生涯にわたって健全な食生活を実現することにより、国民の

心身の健康の増進と豊かな人間形成に資することを旨として、行われなければならない。」と

規定し、国は国民の健全な食生活の実現と、環境や食文化を意識した持続可能な社会の実現

のために、都道府県、市町村、関係機関・団体等、多様な関係者とともに国民運動として食育

を推進してきました。 
 この間、高齢化が進行する中で、健康寿命※2の延伸や生活習慣病※3の予防は引き続き国民

的課題であり、栄養バランスに配慮した食生活の重要性は増しています。一方、世帯構造の

変化などによって食に関する国民の価値観や暮らしの在り方は多様化し、健全な食生活を実

践することが困難な場面も増えてきています。古くから各地で育まれてきた地域の伝統的な

食文化が失われていくことも危惧されます。 

 また、我が国の令和４年度の食料自給率はカロリーベースで 38％と、食料の多くを海外か

らの輸入に頼っている一方で、食品ロス※4の状況を見ると、令和２年の国民１人１日当たり

食品ロス量は、おおよそ茶碗１杯分のご飯の量に相当するとされています。 

 こうした食を取り巻く環境の変化や新型コロナウイルス感染症拡大などを背景に、令和３

年３月に策定された国の第４次食育推進基本計画では、「生涯を通じた心身の健康を支える食

育の推進」「持続可能な食を支える食育の推進」「『新たな日常』やデジタル化に対応した食育

の推進」を重点事項としています。 

 本市においても、平成 19 年３月に富士市食育推進会議条例を制定、平成 21 年３月に「富

士山おむすび計画～富士市食育推進計画～」を策定し、健全な食生活を実践する食育の推進

に取り組んできました。 

 このたび、平成 31 年度～令和５年度を計画期間とする「第３次富士山おむすび計画～富

士市食育推進計画～」が終了するに当たり、本市を取り巻く環境の変化や国の第４次食育推

進基本計画、県計画なども踏まえ、令和６年度～令和 10 年度を計画期間とする「第４次富

士山おむすび計画～富士市食育推進計画～(以下、「本計画」という。)」を策定しました。 
 

  

                                        
※1 食育に関する施策を総合的かつ計画的に推進すること等を目的に施行された法律。 

※2 平均寿命のうち、健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間。 

※3 食事、運動、休養、飲酒、喫煙などの生活習慣を要因として発症する疾患。糖尿病、高血圧、がん、脳卒

中、心臓病など。 
※4 売れ残りや食べ残し、期限切れ食品など、本来は食べられるはずの食品が廃棄されること。 

食育とは －食育基本法（平成 17 年 7 月施行）より－ 

◆生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきもの 

◆様々な経験を通じ、「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な

食生活を実践することができる人間を育てること 
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第２節 計画の位置づけと計画期間 

１ 計画の位置づけ 
本計画は、食育基本法第 18 条第 1 項の規定に基づく市町村食育推進計画として位置づけ

るもので、国・静岡県の計画を踏まえるとともに、第六次富士市総合計画に基づき、食育に

関連する市の諸計画と整合性を持って策定するものです。  

本計画は、本市の今後の食育推進の方向性を定め、食育に関する施策を総合的、計画的に

推進するための基本となるものです。また、行政、関係団体、市民がそれぞれの役割に応じ

て連携を図り、協働して食育に取り組むための基本指針となるものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 計画期間 
本計画の期間は、令和６年度から令和 10 年度までの 5 年間とします。ただし、計画期間

中に状況の変化などが生じた場合には、必要な見直しを行うこととします。 

（年度） 

   

食育基本法 第六次富士市総合計画 
（令和４年〜令和 13 年度） 

第
４
次
富
士
山
お
む
す
び
計
画 

（
富
士
市
食
育
推
進
計
画
） 

●健康ふじ 21 計画Ⅲ 

（富士市健康増進計画） 

●第 3 次富士市消費者教育推進計画 

●富士市子どもの未来サポートプラン 

●ふじパワフル 85 計画Ⅶ 

（高齢者保健福祉計画・介護保険事

業計画） 

●第二次富士市子ども･若者育成支援計

画 

●第二期富士市子ども・子育て支援事

業計画 

●第二次富士市教育振興基本計画 

●富士市ごみ処理基本計画 

●富士市農業振興ビジョン 

●富士市第２期ＳＤＧｓ未来都市計画 

●その他関連計画等 

第４次食育推進基本計画 
（令和３〜７年度） 

ふじのくに食育推進計画 
-第 3 次静岡県食育推進計画- 

（平成 26〜令和５年度） 

国（法第 16 条） 

静岡県（法第 17 条） 

※法とは、食育基本法を指す。 

富士市（法第18条） 

R１ R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

第３次富士山おむすび計画 第４次富士山おむすび計画

国︓第３次 国︓第４次食育推進基本計画

県︓第４次静岡県食育推進計画県︓第３次静岡県食育推進計画
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第３節 国・県計画の概要 

１ 国︓第４次食育推進基本計画 
「第 4 次食育推進基本計画」は令和 3 年 3 月 31 日、食育推進会議（会長：野上農林水産

大臣）で決定されました。 

 新型コロナウイルス感染症の流行によって、飲食業が甚大な影響を受けるなど、我が国の

農林水産業や食品産業に様々な影響を与えた一方、在宅時間や家族で食を考える機会が増え

ることで、食を見つめ直す契機ともなり、家庭での食育の重要性が高まっています。 

 こうした「新たな日常」の中でも、食育がより多くの国民による主体的な運動となるため

には、ICT（情報通信技術）や社会のデジタル化の進展を踏まえ、デジタルツールやインター

ネットも積極的に活用していくことが必要とされています。 

 こうした国民の健康や食を取り巻く環境の変化、社会のデジタル化など、食育をめぐる状

況を踏まえ、基本的な方針として以下の 3 つを重点事項とし、総合的に推進することとして

います。 

 また、計画期間を令和 3 年度から概ね 5 年間として、食育を国民運動として推進するため

の定量的な目標を掲げています。 

【３つの重点事項】 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：「第４次食育推進基本計画」 啓発リーフレットより 

  

重点事項① 
生涯を通じた心身

の健康を支える 

食育の推進 

重点事項② 
持続可能な食を 

支える 

食育の推進 

 

重点事項③ 
「新たな日常」やデジタル化に対応した食育の推進 

 

横断的な視点 
国民の健康の視点 社会・環境・文化の視点 

【SDGｓの観点から相互に連携して総合的に推進】 

連 携 
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【国︓第４次食育推進基本計画の目標】 
現状値（R2年度） 目標値（R7年度）

①食育に関心を持っている国民の割合 83.2％ 90％以上

②朝食又は夕食を家族と一緒に食べる「共食」の回数 週9.6回 週11回以上

③地域等で共食したいと思う人が共食する割合 70.7％ 75％以上

④朝食を欠食する子供の割合 4.6％ ０％

⑤朝食を欠食する若い世代の割合 21.5％ 15％以下

⑥栄養教諭による地場産物に係る食に関する指導の平均取組回数 月9.1回 月12回以上

⑦学校給食における地場産物を使用する割合(金額ベース)を現状
値（令和元年度）から維持・向上した都道府県の割合

- 90％以上

⑧学校給食における国産食材を使用する割合(金額ベース)を現状
値（令和元年度）から維持・向上した都道府県の割合

- 90％以上

⑨主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を１日２回以上ほぼ毎日食
べている国民の割合

36.4％ 50％以上

⑩主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を１日２回以上ほぼ毎日食
べている若い世代の割合

27.4％ 40％以上

⑪1日あたりの食塩摂取量の平均値 10.1ｇ ８ｇ以下

⑫1日あたりの野菜摂取量の平均値 280.5ｇ 350ｇ以上

⑬１日あたりの果物摂取量100g未満の者の割合 61.6％ 30％以下

⑭生活習慣病の予防や改善のために、ふだんから 適正体重の維
持や減塩等に気をつけた食生活を実践する国民の割合

64.3％ 75％以上

⑮ゆっくりよく噛んで食べる国民の割合 47.3％ 55％以上

⑯食育の推進に関わるボランティア団体等において活動している国
民の数

36.2万人 37万人以上

⑰農林漁業体験を経験した国民（世帯）の割合 65.7％ 70％以上

⑱産地や生産者を意識して農林水産物･食品を選ぶ国民の割合 73.5％ 80％以上

⑲環境に配慮した農林水産物･食品を選ぶ国民の割合 67.1％ 75％以上

⑳食品ロス削減のために何らかの行動をしている国民の割合 76.5％ 80％以上

 地域や家庭で受け継がれてきた伝統的な料理や作法等を継承
し、伝えている国民の割合

50.4％ 55％以上

 郷土料理や伝統料理を月1回以上食べている国民の割合 44.6％ 50％以上

 食品の安全性について基礎的な知識を持ち、自ら判断する国民
の割合

75.2％ 80％以上

 推進計画を作成・実施している市町村の割合 87.5％ 100％

目標15：食品の安全性について基礎的な知識を持ち、自ら判断する国民を増やす

目標16：推進計画を作成・実施している市町村を増やす

目標13：食品ロス削減のために何らかの行動をしている国民を増やす

目標14：地域や家庭で受け継がれてきた伝統的な料理や作法等を継承し、伝えている国民を増やす

目標12：環境に配慮した農林水産物･食品を選ぶ国民を増やす

項目

目標１：食育に関心を持っている国民を増やす

目標２：朝食又は夕食を家族と一緒に食べる「共食」の回数を増やす

目標３：地域等で共食したいと思う人が共食する割合を増やす

目標11：産地や生産者を意識して農林水産物･食品を選ぶ国民を増やす

目標７：生活習慣病の予防や改善のために、ふだんから適正体重の維持や減塩等に気をつけた食生活を実践する国
民を増やす

目標８：ゆっくりよく噛んで食べる国民を増やす

目標９：食育の推進に関わるボランティアの数を増やす

目標10：農林漁業体験を経験した国民を増やす

目標４：朝食を欠食する国民を減らす

目標５：学校給食における地場産物を活用した取組等を増やす

目標６：栄養バランスに配慮した食生活を実践する国民を増やす
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２ 県 静岡県食育推進計画（第４次静岡県食育推進計画） 

県の「静岡県食育推進計画」（令和６年度～令和 17 年度）では、「０歳から始まるふじの

くにの食育」をスローガンに、「食を通して人をはぐくむ」を目指して、３つの取組の柱を掲

げています。 

  

（１）静岡県の食育の目指すもの 「食を通して人をはぐくむ」 

 

（２）スローガン 「０歳から始まるふじのくにの食育」 

 

（３）取組の柱 

柱１．生涯を通じた心身の健康を支える食育の推進 

柱２．持続可能な食を支える食育の推進 

柱３．食を支える環境づくり 

 

（４）施策体系（基本的施策） 

柱１．生涯を通じた心身の健康を支える食育の推進 

Ⅰ「こども世代」における食育 

 1 望ましい食習慣の形成  2 豊かな食体験の提供 

Ⅱ「成人期（働く世代）」における食育 

 1 次世代を育むための食生活  2 生活習慣病の予防・改善 

Ⅲ「高齢期」における食育 

 1 低栄養の予防・改善  2 健康寿命延伸に向けた食生活 

柱２．持続可能な食を支える食育の推進 

 Ⅳ 食と農の連携や食文化の継承を通じた食育 

  1 地産地消  2 生産者と消費者の交流促進 

  3 しずおかの食文化の普及・継承 

 Ⅴ 環境に配慮した食育 

  1 環境を意識した食生活  2 環境にやさしい農産物・水産物の生産 

 Ⅵ 食の安全・安心の実現に向けた食育 

  1 安全な食品の供給  2 災害時の備え 

柱３．食を支える環境づくり 

Ⅶ 食育を推進する人材育成 

 1 専門知識を有する人材の育成  2 食育ボランティアの育成・支援 

Ⅷ 食に関する調査、研究、情報の提供 

 1 食に関する調査・研究の実施  2 食に関する相談・情報提供 

  Ⅸ 食育推進の体制づくり 

   1 連携体制整備  2 企業・団体への支援 
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【第４次静岡県食育推進計画の目標】 

現状値 目標値 数値の根拠

朝食を毎日食べる幼児、児童、生徒の割合の増加

（2022年度）

園児　98.3%

小学生　97.5％

中学生　95.0％

高校生　95.8％

（2035年度）

100％に近づける
朝食摂取状況調査

児童・生徒における肥満傾向児（小学５年生）の割合
（2022年度）

11.9%

（2035年度）

減少
学校保健統計

栄養バランスのとれた朝食をとっている幼児児童生徒の割

合

（2022年度）

幼児　 41.2％

小６年　46.0％

中２年　48.4％

高２年　45.5％

（2035年度）

幼児 　55％

小６年　55％

中２年　50％

高２年　55％

朝食摂取状況調査

Ⅰ-2 こどもの居場所の数（こども食堂を含む）
（2020年度）

377箇所

（2025年度）

502箇所
こども家庭課調べ

Ⅱ-1 日ごろ「子供1人」で朝食を食べている割合（小５）

幼児　　45.7％

小6年　56.4％

中2年　47.9％
高2年　46.1％

（2035年度）

20%
朝食摂取状況調査

40～60歳代の肥満者（ＢＭＩ25以上）の割合

（2020年度）

男性　35.7％

女性　20.6％

（2035年度）

男性　30％未満

女性　15％未満

特定健診データ

主食・主菜・副菜を組み合わせた食事が１日２回以上の日

がほぼ毎日の者の割合

（2022年）

42.0％

（2035年）

50％
県民健康基礎調査

野菜摂取量の平均値

（2022年）

285.1ｇ

男性　288.0ｇ

女性　282.6ｇ

（2035年）

350ｇ
県民健康基礎調査

食塩摂取量の平均値

（2022年）

10.0ｇ

男性　10.8ｇ

女性　9.2ｇ

（2035年）

７ｇ
県民健康基礎調査

管理栄養士・栄養士を配置している特定給食施設（病院、

介護保険老人施設、介護医療院を除く）の割合

（2022年度）

74.3％

（2035年度）

78％
県給食施設実態調査

ヘルシーメニューの提供をしている特定給食施設( 事業所、

一般給食センター) の割合

（2022年度）

78.1％

（2035年度）

81％
県給食施設実態調査

通いの場の設置数
（2021年度）

4,665箇所

（2025年度）

6,100箇所
静岡県長寿社会保健福祉計画

低栄養傾向（ＢＭＩ20以下）の高齢者（65～74歳）の割合
（2020年度）

18.6％

（2035年度）

13％未満
特定健診データ

80歳で自分の歯が20本以上ある者の割合
（2021年度）

68.4％

（2035年度）

85％
後期高齢者歯科健診データ

かかりつけ歯科医を持つ者(定期管理を受けている者)の割

合

（2022年度）

58.5％

（2035年度）

95％
健康に関する県民意識調査

学校給食における地場産物を使用する割合（金額ベース）
（2022年度）

61.1％

（2035年度）

現状値より
維持・向上

文部科学省「学校給食における

地場産物・国産食材使用状況
調査（金額ベース）」

地産地消の取組支援（地産地消フェアに取り組む企業数）
（2022年度）
21企業/年

（2025年度）
毎年度21企業

食と農の基本計画

農林漁家民宿の宿泊数
（2022年度）

2,991人
（2035年度）

7,200人
観光政策課調べ

ふじのくに茶の都ミュージアムの有料施設入館者数
（2022年度）

55,798人

（2035年度）

毎年度70,000人
茶の都ミュージアム調べ

Ⅴ-1 食品ロス削減のために何らかの行動をしている県民の割合
（2022年度）

87.8％

（2035年度）

90％以上
インターネットモニターアンケート

Ⅴ-2 有機農業の取組面積
（2020年度）

418ha

（2025年度）

620ha
食と農の基本計画

11

食育との連携による農業者・流通業者・消費者への認証・

表示制度等の理解促進（農業や食の体験機会を創出する

食育講座の開催数）

（2022年度）

7回/年

（2025年度）

毎年度7回
食と農の基本計画

12
食品を備蓄している給食施設（入所施設）の

割合

（2022年度）

93.3％

（2035年度）

100％
県給食施設実態調査

Ⅶ-2 食育指導者研修会・情報交換会開催回数
（2022年度）

９回

（2035年度）

各地域年１回以上
健康増進課調べ

Ⅸ-2
ヘルシーメニューの提供をしている特定給食施設( 事業所、

一般給食センター) の割合

（2022年度）

74.3%

（2035年度）

81%
県給食施設実態調査

Ⅳ-2

Ⅴ 環境に配慮した食育

Ⅵ 食の安全・安心の実現に向けた食育

Ⅶ 食育を推進する人材育成

Ⅸ 食育推進の体制づくり

Ⅰ 「こども世代」における食育

Ⅱ 「成人期（働く世代）」における食育

Ⅱ-2

Ⅲ 「高齢期」における食育

Ⅲ-2

Ⅲ-1

Ⅳ 食と農の連携や食文化の継承を通じた食育

Ⅳ-1

指標

Ⅰ-1
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第２章 食育の現状と課題 
第１節 富士市の概況 

１ 人口 
市の総人口を見ると、平成 30 年以降減少で推移し、令和５年では 248,368 人となって

います。また、年齢４区分別人口割合を見ると、少子高齢化が進み、令和５年の高齢化率は

28.7％となっています。高齢者の内訳を見ると、平成 30 年以降 65～74 歳は 33,000 人

前後で推移していますが、75 歳以上の後期高齢者は一貫して増加しています。 

今後も少子高齢化による０～64 歳人口の減少と、75 歳以上の後期高齢者の増加が続くこ

とが見込まれ、令和 22 年（2040 年）の高齢化率は 38.9％になると推計されています。 

【年齢４区分別人口と高齢化率の推移】 

資料：年齢別人口表（各年４月１日時点）、推計値は国立社会保障・人口問題研究所の推計値 
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２ 世帯 

（１）世帯数・世帯割合 

世帯数は増加傾向にある一方で、1 世帯当たり人員は減少を続けています。世帯構成別割

合を見ると、単独世帯の割合が増加し、令和２年では 28.9％に達しています。 

 

【世帯数の推移】 

 
資料：国勢調査 

 

【一般世帯に占める世帯構成別割合の推移】 

 

資料：国勢調査 
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（２）共働き世帯 【国】 

 全国の共働き世帯の状況を見ると、男性が就労し女性が無業の世帯は年々減少し、共働き

世帯が増加していましたが、令和 2 年はどちらの世帯も減少しています。 

【共働き世帯数の年次推移（国）】 

 
資料：総務省労働局「労働力調査(詳細集計)(年平均)」 

（３）生活保護 

生活保護における保護率の推移を見ると、国や静岡県よりも低くなっているものの、毎年

増加で推移し、令和４年では 8.４‰（パーミル：千分率）となっています。 

【生活保護における保護率の推移】 

 
資料：令和４年度富士市の福祉（国・静岡県・富士市） 
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（４）子どもの困窮世帯の状況 

 18 歳未満児童の生活保護の状況を見ると、年々増加傾向にあり、平成 29 年度では 117

人となっています。保護率の推移についても、平成 28 年度以降は 0.3％で推移していま

す。 

 児童扶養手当の支給状況について見ると、受給対象児童は減少していますが、受給対象児

童割合は増加傾向にあります。 

【18 歳未満児童の生活保護人員数及び生活保護率の推移】 

 
出典：富士市 

 

【児童扶養手当支給対象児童数及び 18 歳以下の全児童における児童扶養手当受給対象児童割合の推移】 

 
出典：富士市 
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３ 就業 
産業大分類別の就業者数は、第 1 次産業、第 2 次産業、第 3 次産業でともに減少してい

ます。平成 27 年と比較すると、特に第１次産業の就業者数の減少割合が 58.9％と大きく

なっています。 

農家数の推移を見ると、総農家数は減少傾向にあり、令和２年では 2,042 戸となってい

ます。 

 

【産業大分類別就業者数の推移】 

 
資料：国勢調査 

 

【農家数の推移】 

 
資料：農林業センサス 

※令和２年より兼業農家および専業農家の区分が無くなり、新たに販売農家となりました。 
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第２節 食をめぐる現状 

１ 大人の健康状態 

（１）生活習慣病による死亡率

食習慣や運動習慣など日頃の生活習慣と関わりが深い主な生活習慣病の死亡率（人口 10

万人当たりの死亡数）の推移を見ると、がんの割合が高く、心疾患、脳血管疾患がそれに次

いでいます。 

【主な生活習慣病の死亡率（人口 10 万人当たりの死亡数）の推移】 

資料：富士市統計書（静岡県富士健康福祉センター）人口動態統計 
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（２）大人の肥満 

令和２年度の特定健診の結果を見ると、特定健診受診者数に対するメタボリックシンドロ

ーム※5該当者及び予備群者数の割合は、女性より男性の方が顕著に高くなっています。また、

男女ともに県よりも高い割合になっています。 

 

【令和２年度メタボリックシンドローム該当者・予備群者の割合（男性） 令和２年】  

 

【令和２年度メタボリックシンドローム該当者・予備群者の割合（女性） 令和２年】  

 
資料：厚生労働省「特定健康診査受診者数等の性・年齢階級・保険者種別ごとの分布（全国及び

都道府県別一覧）」 

  

                                        
※5 日本では、ウエスト周囲径（おへその高さの腹囲）が男性 85cm 女性 90cm を超え、高血圧・高血糖・脂

質代謝異常の 3 つのうち 2 つ以上当てはまるとメタボリックシンドロームと診断され、１つ当てはまると

メタボリックシンドローム予備群者とされている。 
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（３）平均自立期間と平均寿命、要介護の期間 

 令和４年度における平均自立期間※6や平均寿命、介護を必要とする期間を見ると、いずれも

男性に比べ女性で期間が長くなっています。 

 平均自立期間と平均寿命では、男性が国や県の平均を下回っている一方、女性では同じく

らいの値になっています。 

【平均自立期間 令和４年度】  

 

【0 歳時点からの平均余命（平均寿命） 令和 4 年度】  

 

【介護を必要とする期間 令和４年度】  

 
資料：国保データベース(KDB)システムより算出 

 

                                        
※6 日常生活動作が自立している期間の平均 
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（４）平均寿命と健康寿命の推移 【国】 

全国における平均寿命と健康寿命の推移を見ると、ともに年数が毎年上昇傾向にあります。

また、いずれも男性に比べ女性で高くなっています。 

 

【平均寿命と健康寿命の推移 男性（国）】 

 
 

【平均寿命と健康寿命の推移 女性（国）】 

 
資料：平均寿命：平成 16・19・25・28・令和元年は、

厚生労働省「簡易生命表」、平成 22 年は「完全生命表」 

  

78.64 79.19 79.55 80.21 80.98 81.41

69.47 70.33 70.42 71.19 72.14 72.68

65

70

75

80

85

H16 H19 H22 H25 H28 R1

（年）

平均寿命 健康寿命

(年)

85.59 85.99 86.3 86.61 87.14 87.45

72.69 73.36 73.62 74.21 74.79 75.38

65

70

75

80

85

90

H16 H19 H22 H25 H28 R1

（年）

平均寿命 健康寿命
(年)




